
第４７回理容師・美容師国家試験の新型コロナウイルス 

感染症拡大防止のための特例措置 

 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るため、次の特例措置を講じること

としました。 

 

１ 特例措置の対象者 

  次の各号のいずれかに該当している人 

 ⑴ 新型コロナウイルス感染症に罹患している人 

 ⑵ 発熱（37.5℃以上）などの新型コロナウイルス感染症の症状を有している人 

 ⑶ 濃厚接触者 

         

２ 特例措置の内容 

  １の各号のいずれかに該当している人が第４７回理容師・美容師実技試験若しく

は筆記試験又はその両方を欠席する場合は、「理容師・美容師国家試験の受験辞退

申出書」（以下「申出書」という。）の提出により第４８回理容師・美容師国家試験

の当該試験の受験料を免除します。 

  ただし、第４６回理容師・美容師実技試験若しくは筆記試験又はその両方におい

て特例措置を受けた場合は、第４７回理容師・美容師国家試験の当該試験の特例措

置を受けることはできません。 

  なお、申出書を提出した場合は、当該試験を受験することはできませんので留意

してください。 

 

３ 留意事項 

  第４６回理容師・美容師実技試験又は筆記試験を合格した人の理容師・美容師国

家試験の一部免除は、申出書の提出に関わらず、第４７回のみ有効となりますので

留意してください。 

 

４ 申出書の提出方法 

  実技試験日又は筆記試験日の５日前から前日まで、申出書に必要事項を記入の上、

当センターあて、ＦＡＸ送信又は郵送してください。 

  



 

 

 

理容師・美容師国家試験の受験辞退申出書 

 

 

氏  名               

 

受験番号               

 

 

第４７回理容師・美容師国家試験を次のとおり辞退します。 

 

１ 辞退する試験（辞退する試験のいずれかを〇で囲んでください。） 

 

  実技試験 ／ 筆記試験 

 

２ 辞退する理由 

  該当する番号を〇で囲んでください。 

  ※  本申出書を提出後は、症状が改善された場合や検査の結果、感染が確認され

なかった場合でも受験できません。 

 

 ⑴ 新型コロナウイルス感染症に罹患している。 

 

 ⑵ 新型コロナウイルス感染症の症状を有している。 

 

 ⑶ 濃厚接触者である。 

 

 

令和   年 月 日 

公益財団法人理容師美容師試験研修センター 

理 事 長 殿 
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〒１３５－８５０７ 

東京都江東区有明３－７－２６ 

公益財団法人理容師美容師試験研修センター 

試験第一部・試験第二部 

電 話 ０３－５５７９－６８７５ 

ＦＡＸ ０３－５５７９－０５１１ 


